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規 則

高知県事務処理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年 6 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第35号

高知県事務処理規則の一部を改正する規則

高知県事務処理規則（平成15年高知県規則第44号）の一部を次のように改正する。

別表第 3 の 3 の( 6 )の表27の項を次のように改める。

27　動物の

愛護及び

管理に関

する法律

（昭和48

年法律第

105号。

以下この

項におい

て「法」

という。

に関する

事務

( 1 )　動物愛護週間の行事

に関すること。（法第 4 

条第 3 項）

( 2 )　動物愛護管理推進計

画の策定及び変更（法第

 6 条）

( 3 )　第一種動物取扱業の

登録（法第10条第 1 項）

( 4 )　第一種動物取扱業者

登録簿への登録及び当該

登録の通知（法第11条）

( 5 )　第一種動物取扱業の

登録の拒否及び当該登録

の拒否の通知（法第12

条）

( 6 )　第一種動物取扱業の

登録の更新等（法第13条

第 1 項並びに同条第 2 項

において準用する法第11

条及び第12条）

( 7 )　第一種動物取扱業の

種別等の変更、飼養施設

の設置及び犬猫等販売業

の開始の届出（動物の愛

護及び管理に関する法律

の一部を改正する法律

（平成24年法律第79号。

以下この項において「一
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部改正法」という。）附

則第 3 条第 2 項の規定に

よる犬猫等販売業を営ん

でいる者からの届出を含

む。）、第一種動物取扱

業の登録の申請に係る第

一種動物取扱業の種別等

以外の事項の変更の届出

並びに犬猫等販売業の廃

業の届出の受理等（法第

14条第 1 項から第 3 項ま

で並びに同条第 4 項にお

いて準用する法第11条及

び第12条）

( 8 )　第一種動物取扱業者

登録簿の一般の閲覧への

提供（法第15条）

( 9 )　第一種動物取扱業の

廃業等の届出の受理（法

第16条第 1 項）

(10)　第一種動物取扱業の

登録の抹消（法第17条）

(11)　第一種動物取扱業の

登録の取消し及び業務の

停止命令等（法第19条第

 1 項及び同条第 2 項にお

いて準用する法第12条第

 2 項）

(12)　動物取扱責任者研修

の実施（法第22条第 3 

項）

(13)　犬猫等販売業者から

の届出の受理（法第22条

の 6 第 2 項）

(14)　犬猫等販売業者に対

する措置命令（法第22条

の 6 第 3 項）

(15)　第一種動物取扱業者

及び犬猫等販売業者に対

する勧告及び措置命令

（法第23条）

(16)　第一種動物取扱業者

に対する報告の徴収及び

立入検査（法第24条第 1 

項）

(17)　第二種動物取扱業の

届出（一部改正法附則第

 8 条第 1 項の規定による

第二種動物取扱業を行っ

ている者からの届出を含

む。）の受理（法第24条

の 2 ）

(18)　第二種動物取扱業の

届出（一部改正法附則第

 8 条第 1 項の規定による

第二種動物取扱業を行っ

ている者からの届出を含

む。）に係る第二種動物

取扱業の種別等の変更並

びに第二種動物取扱業の

種別等以外の事項の変更

及び飼養施設の廃止の届

出の受理（法第24条の

 3 ）

(19)　第二種動物取扱業者

の死亡等の届出の受理

（法第24条の 4 において

準用する法第16条第 1 項

（第 5 号に係る部分を除

く。））

(20)　第二種動物取扱業者

に対する勧告及び措置命

令（法第24条の 4 におい

て読み替えて準用する法

第23条第 1 項及び第 3 

項）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
4
0
号

平
成

2
5
年
 6
 月

2
9
日
（
土
曜
日
）
　

33

(21)　第二種動物取扱業者

に対する報告の徴収及び

立入検査（法第24条の 4 

において読み替えて準用

する法第24条第 1 項）

(22)　多数の動物の飼養又

は保管に起因した騒音又

は悪臭の発生等によって

周辺の生活環境が損なわ

れている事態を生じさせ

ている者に対する勧告及

び措置命令（法第25条第

 1 項及び第 2 項）

(23)　多数の動物の飼養又

は保管が適正でないこと

に起因して動物が衰弱す

る等の虐待を受けるおそ

れがある事態を生じさせ

ている者に対する措置命

令及び勧告（法第25条第

 3 項）

(24)　特定動物の飼養又は

保管の許可等（法第26条

第 1 項及び第27条第 1 

項）

(25)　特定動物の飼養又は

保管の許可に伴う条件の

付加（法第27条第 2 項）

(26)　特定動物の種類及び

数等の変更の許可等並び

に当該許可に伴う条件の

付加（法第28条第 1 項及

び同条第 2 項において準

用する法第27条）

(27)　特定動物の飼養又は

保管の許可の申請に係る

特定動物の種類及び数等

以外の事項の変更の届出

の受理（法第28条第 3 

項）

(28)　特定動物の飼養又は

保管の許可の取消し（法

第29条）

(29)　特定動物飼養者に対

する措置命令（法第32

条）

(30)　特定動物飼養者に対

する報告の徴収及び立入

検査（法第33条第 1 項）

(31)　犬及び猫の引取り等

（法第35条第 1 項から第

 3 項まで）

(32)　疾病にかかり、又は

負傷した犬、猫等の動物

で所有者が判明しないも

のの収容（法第36条第 2 

項）

(33)　第一種動物取扱業の

登録の申請に係る添付書

類の提出の求め（動物の

愛護及び管理に関する法

律施行規則（平成18年環

境省令第 1 号。以下この

項において「省令」とい

う。）第 2 条第 3 項）

(34)　第一種動物取扱業の

登録及び当該登録の更新

に係る登録証の交付（省

令第 2 条第 5 項及び省令

第 4 条第 4 項において準

用する省令第 2 条第 5 

項）

(35)　第一種動物取扱業の

登録証の再交付（省令第

 2 条第 6 項）
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(36)　第一種動物取扱業の

登録証の亡失の届出の受

理（省令第 2 条第 8 項）

(37)　第一種動物取扱業の

登録証の返納の受理（省

令第 2 条第 9 項）

(38)　第一種動物取扱業の

種別等の変更等の届出

（一部改正法附則第 3 条

第 2 項の規定による犬猫

等販売業を営んでいる者

からの届出を含む。）に

係る添付書類の提出の求

め（省令第 5 条第 6 項）

(39)　動物取扱責任者研修

の開催に係る第一種動物

取扱業者への通知（省令

第10条第 1 項）

(40)　第二種動物取扱業の

届出（一部改正法附則第

 8 条第 1 項の規定による

第二種動物取扱業を行っ

ている者からの届出を含

む。）に係る添付書類の

提出の求め（省令第10条

の 6 第 3 項）

(41)　管轄区域外の特定動

物飼養者からの特定動物

の飼養又は保管に係る通

知の受理（省令第13条第

10号）

(42)　特定動物の飼養又は

保管の許可の申請に係る

添付書類の提出の求め

（省令第15条第 3 項）

(43)　特定動物の飼養又は

保管の許可並びに特定動

物の種類及び数等の変更

の許可に係る許可証の交

付（省令第15条第 5 項及

び省令第18条第 5 項にお

いて準用する省令第15条

第 5 項）

(44)　特定動物の飼養又は

保管の許可並びに特定動

物の種類及び数等の変更

の許可に係る許可証の再

交付（省令第15条第 6 項

及び省令第18条第 5 項に

おいて準用する省令第15

条第 6 項）

(45)　特定動物の飼養又は

保管の許可並びに特定動

物の種類及び数等の変更

の許可に係る許可証の亡

失の届出の受理（省令第

15条第 8 項及び省令第18

条第 5 項において準用す

る省令第15条第 8 項）

(46)　特定動物の飼養又は

保管の許可並びに特定動

物の種類及び数等の変更

の許可に係る許可証の返

納の受理（省令第15条第

 9 項及び省令第18条第 5 

項において準用する省令

第15条第 9 項）

(47)　特定動物の飼養又は

保管の廃止の届出の受理

（省令第16条第 1 項）

(48)　特定動物に係る観覧

者等の安全性が確保され

ていることの認定（省令

第17条第 1 号ハただし

書）

(49)　特定動物の種類及び

数等の変更の許可の申請
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に係る添付書類の提出の

求め（省令第18条第 3 

項）

(50)　特定動物の識別措置

の内容に係る届出の受理

（省令第20条第 3 号）

(51)　特定動物の飼養又は

保管の許可を受けている

ことを明らかにするため

の措置に係る届出の受理

（特定動物の飼養又は保

管の方法の細目（平成18

年 1 月環境省告示第22

号。以下「環境省告示」

という。）第 2 条第 1 項

第 1 号ロからトまで、第

 2 号ロからトまで及び第

 3 号イからトまで）

(52)　逸走等をした場合で

あってもその所有者の確

認が容易であるとする特

定動物の決定（環境省告

示第 2 条第 1 項第 1 号

ヘ、第 2 号ヘ及び第 3 号

ホ）

(53)　マイクロチップを使

用した識別措置を当面講

じることができない事由

があるとする特定動物の

決定（環境省告示第 2 条

第 1 項第 1 号ト、第 2 号

ト及び第 3 号ト）

(54)　マイクロチップによ

る識別措置を講じること

により、飼養又は保管の

目的を達成することに支

障が生じるおそれがある

ことの認定（環境省告示

第 2 条第 1 項第 3 号ヘ）

(55)　特定動物の識別措置

の内容に係る届出に係る

当該識別措置の内容の変

更（特定動物の飼養又は

保管の許可を受けている

ことを明らかにするため

の措置に係る届出に係る

当該措置の内容の変更を

含む。）の届出及び特定

動物の識別措置の変更に

係る情報を記載した報告

書の受理（環境省告示第

 2 条第 2 項）

(56)　一時的な特定飼養施

設の外での特定動物の飼

養又は保管に係る届出の

受理（環境省告示第 3 条

第 2 号イ及びロ）

(57)　特定動物に係る観覧

者等の安全性が確保され

ていることの認定（環境

省告示第 3 条第 3 号ただ

し書）

(58)　特定動物の識別措置

に係る情報と併せてする

特定動物の数の増減の届

出の受理（環境省告示第

 3 条第 4 号）

(59)　飼養又は保管をした

特定動物に係る特定動物

の種類等を記載した報告

書の受理（環境省告示第

 3 条第 4 号ロ）

(60)　( 1 )から(59)までの

事項以外の法に関するこ

と。
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○
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保健所

長
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〃

　

別表第 3 の12の(11)の表 5 の項を次のように改める。

 5 　高知県 ( 1 )　行為の規制（条例第 　 ○ 土木事　
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港湾施設

管理条例

（昭和29

年高知県

条例第53

号。以下

この項に

お い て

「条例」

という。

に関する

事務

 3 条第 1 項）

( 2 )　入出港の届出の受理

（条例第 4 条）

( 3 )　港湾施設の使用禁止

等の命令（条例第 5 条）

( 4 )　港湾施設の占用の許

可（占用の許可の継続の

許可を含む。）（条例第

 6 条第 1 項）

( 5 )　港湾施設の使用の許

可（条例第 6 条第 2 項）

( 6 )　占用の許可に基づく

工作物の設置に係る工事

の着手及びしゅん工の届

出の受理（高知県港湾施

設管理条例施行規則（昭

和29年高知県規則第51

号）第 6 条）

( 7 )　占用料及び使用料の

徴収（条例第 7 条第 1 

項）

( 8 )　占用及び使用の期間

の延長（条例第 8 条ただ

し書）

( 9 )　使用料の免除（条例

第 9 条第 2 項）

(10)　係留施設及び暫定係

留施設の使用の廃止の届

出の受理並びに当該届出

者に対する通知（高知県

港湾施設管理条例施行規

則第 8 条第 1 項及び第 2 

項）

(11)　占用の許可に基づく

地位の承継の届出の受理

（条例第11条第 2 項）

(12)　占用の許可に基づく

権利の譲渡等の許可（条

例第12条ただし書）

(13)　占用及び使用の許可

の取消し等（条例第13

条）

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

務所長

（指定

管理者

に行わ

せる場

合を除

く。）

土木事

務所長

土木事

務所長

（指定

管理者

に行わ

せる場

合を除

く。）

土木事

務所長

土木事

務所長

（指定

管理者

に行わ

せる場

合を除

く。）

土木事

務所長

土木事

務所長

（使用

料にあ

っ て

は、指

定管理

者に行

わせる

場合を

除く。

土木事

務所長

土木事

務所長

（指定

管理者

に行わ

せる場

合を除

く。）

土木事

務所長

〃

〃

土木事

務所長

（使用

の許可

にあっ

ては、

指定管

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

）

）
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(14)　原状回復等に関する

こと。（条例第14条から

第16条まで）

(15)　占用料及び使用料の

還付（条例第17条第 1 項

ただし書及び第 2 項）

(16)　( 1 )から(15)までの

事項以外の条例に関する

こと。

○

○

○

　

理者に

行わせ

る場合

を 除 

く。）

土木事

務所長

（使用

の許可

に係る

ものに

あって

は、指

定管理

者に行

わせる

場合を

除く。

土木事

務所長

　

附　則

この規則中別表第 3 の12の(11)の表 5 の項の改正規定は公布の日から、同表の 3 の( 6 )の表27の

項の改正規定は平成25年 9 月 1 日から施行する。

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成25年 6 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第36号

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則の一部を改

正する規則

高知県国民健康保険調整交付金条例施行規則（平成17年高知県

規則第146号）の一部を次のように改正する。

附則第 4 項中「又は附則第14項（附則第15項において読み替え

て準用する場合を含む。）」を削り、「附則第 9 項（附則第10項

から第13項まで」を「附則第 8 項（附則第 9 項から第12項まで」

に改め、附則第 5 項及び第 6 項中「平成25年 3 月31日」を「平成

30年 3 月31日」に改め、附則第 7 項中「平成24年度」を「平成26

年度」に改め、附則第 8 項を削り、附則第 9 項を附則第 8 項と

し、附則第10項を附則第 9 項とし、附則第11項中「附則第 9 項」

を「附則第 8 項」に改め、同項を附則第10項とし、附則第12項中

「附則第 9 項」を「附則第 8 項」に改め、同項を附則第11項と

し、附則第13項中「平成24年度」を「平成24年度から平成26年度

までの間」に、「附則第 9 項」を「附則第 8 項」に改め、同項を

附則第12項とし、附則第14項及び第15項を削る。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成25年 6 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第37号

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成 7 年高

知県規則第85号）の一部を次のように改正する。

第 3 条の見出し中「動物取扱業の登録証等」を「第一種動物取

扱業の登録証」に改め、同条中「第11条第 1 項又は第 2 項」を

「第11条」に、「動物取扱業の登録証又は更新登録証」を「第一

種動物取扱業の登録証」に、「動物取扱業登録証（更新登録証）

亡失届」を「第一種動物取扱業登録証亡失届」に改める。

第 4 条の見出し中「動物取扱業の登録証等」を「第一種動物取

扱業の登録証」に改め、同条中「第12条第 1 項又は第 2 項」を

「第12条」に、「動物取扱業の登録証又は更新登録証」を「第一

種動物取扱業の登録証」に、「動物取扱業登録証（更新登録証）

）
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返納届」を「第一種動物取扱業登録証返納届」に改める。

第 8 条第 3 項中「第 3 条第 3 号」を「第 3 条第 4 号」に改め

る。

第11条第 1 項中「第22条第 5 項」を「第22条第 5 項（条例第29

条第 2 項において準用する場合を含む。）」に、「（法」を

「（法第24条の 4 及び」に改める。

第19条第 1 項及び第 3 項中「動物取扱業者」を「第一種動物取

扱業者」に改める。

別記第 1 号様式及び別記第 2 号様式を次のように改める。
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別記第 8 号様式を次のように改める。
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別記第 9 号様式（裏面）中「という。」を「という。）」に、

「必要と」を「必要があると」に改める。

別記第17号様式中

「　　　動物取扱業者　住所」

を

「第一種動物取扱業者　住所」

に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成25年 9 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県動物の愛護及び管理に関する

条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の高知県動物

の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残

品の限度で使用することができる。

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成25年 6 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第38号

高知県港湾施設管理条例施行規則の一部を改正する規則

高知県港湾施設管理条例施行規則（昭和29年高知県規則第51

号）の一部を次のように改正する。

第 1 条を次のように改める。

（趣旨）

第 1 条　この規則は、高知県港湾施設管理条例（昭和29年高知県

条例第53号。以下「条例」という。）の規定に基づき、県の管

理に属する港湾施設の管理に関し必要な事項を定めるものとす

る。

第11条を削る。

第10条の見出しを「（市町からの報告の徴収等）」に改め、同

条第 1 項中「第13条の 2 第 1 号から第 3 号まで及び第 7 号」を

「第30条第 1 号から第 3 号まで及び第 7 号」に改め、同条第 2 項

中「別記第 7 号様式」を「別記第14号様式」に改め、同条第 3 項

中「第13条の 2 第 5 号」を「第30条第 5 号」に改め、同条第 4 項

中「市町」を「条例第30条第 5 号の規定により市町」に、「別記

第 8 号様式」を「別記第15号様式」に、「別記第 9 号様式」を

「別記第16号様式」に改め、同条第 5 項中「市町」を「条例第30

条の規定により市町」に改め、同条を第16条とし、同条の前に次

の 3 条を加える。

（占用の許可の承継の届出手続）

第13条　条例第11条第 2 項の規定により占用の許可に基づく地位

の承継について届け出ようとする者は、別記第12号様式による



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
4
0
号

平
成

2
5
年
 6
 月

2
9
日
（
土
曜
日
）
　

1
1
1
1

港湾施設占用許可地位承継届を知事に提出しなければならな

い。

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替え）

第14条　条例第18条の規定に基づき港湾施設の管理を指定管理者

に行わせる場合における第 7 条第 1 項、第 2 項、第 4 項及び第

 5 項並びに第12条第 2 項並びに別記第 5 号様式から別記第 7 号

様式まで及び別記第 9 号様式の規定の適用については、これら

の規定中「知事」とあり、及び「高知県知事」とあるのは、

「指定管理者」とする。

（指定管理者の指定の申請に必要な書類等）

第15条　条例第20条の規則で定める申請書は、別記第13号様式に

よるものとする。

 2 　条例第20条第 2 号の規則で定める書類は、次に掲げるとおり

とする。

( 1 )　条例第19条第 1 項各号に掲げる業務に係る収支予算書

( 2 )　定款、規約その他これらに類する書類

( 3 )　法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の

団体にあっては当該団体の代表者の住民票の写し

( 4 )　前項の申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年

度及び前々事業年度における貸借対照表、損益計算書その他

の経営状況を明らかにする書類

( 5 )　前各号に掲げるもののほか、知事が必要があると認める

書類

 3 　条例第21条第 2 項の規則で定める事項は、指定管理者の代表

者の氏名とする。

第 9 条第 1 項中「第 8 条第 1 項」を「第 9 条第 1 項」に、「あ

るときは、次の各号に」を「あると認めるときは、次に」に、

「をいう」を「とする」に改め、同項第 1 号中「魚獲物荷捌所」

を「魚獲物荷さばき所」に改め、同項第 3 号中「前 2 号のほか」

を「前 2 号に掲げるもののほか」に、「減免することが適当と思

われる」を「減額し、又は免除することが適当であると認められ

る」に改め、同条第 2 項中「第 8 条第 2 項第 4 号」を「第 9 条第

 2 項第 4 号」に、「とは次に」を「は、次に」に、「をいう」を

「とする」に改め、同項第 1 号中「船舶が」を「船舶で、」に、

「をなし得ないとき。」を「ができないもの」に改め、同項第 2 

号中「を要するとき。」を「が必要な船舶」に改め、同条を第12

条とし、同条の前に次の 1 条を加える。

（使用の許可の期間が終了した際に使用料を徴収することがで

きる場合）

第11条　条例第 7 条第 3 項の特別の事由があると認めるものは、

国又は地方公共団体が公益上の目的のため港湾施設を使用する

場合とする。

第 8 条第 1 項中「第 5 条第 3 項」を「第 6 条第 3 項」に、「物

揚場のうち」を「物揚場のうちの」に、「暫定係留施設の」を

「暫定係留施設Ａ、暫定係留施設Ｂ及び暫定係留施設Ｃの」に改

め、同条を第10条とする。

第 7 条第 1 項中「第 6 条第 2 項」を「第 7 条第 2 項」に、「の

許可申請」を「の許可の申請」に、「第 6 条第 1 項に規定する」

を「第 7 条第 1 項の」に改め、同条第 3 項中「より行われた届

出」を「基づく届出」に、「届出又は申請が」を「当該届出又は

申請が」に、「により行われた表示」を「による表示」に、「推

定する」を「推定するものとする」に改め、同条を第 9 条とす

る。

第 6 条の 2 第 1 項中「第 5 条第 2 項の規定による」を「第 6 条

第 2 項の規定により港湾施設の」に、「当該許可」を「当該使用

の許可」に、「別記第 6 号様式の 2 」を「別記第10号様式」に改

め、同条第 2 項中「第11条」を「第13条」に、「当該許可」を

「当該使用の許可」に、「別記第 6 号様式の 3 」を「別記第11号

様式」に改め、同条第 3 項中「第13条第 2 項」を「第17条第 2 

項」に、「当該許可」を「当該使用の許可」に改め、同条を第 8 

条とする。

第 6 条の見出し中「許可申請等」を「許可の申請等」に改め、

同条第 1 項中「第 5 条第 2 項」を「第 6 条第 2 項」に、「、港湾

施設を使用しようと」を「港湾施設の使用の許可を受けようと」

に改め、同条第 2 項中「第 5 条第 2 項」を「第 6 条第 2 項」に、

「、漁船について」を「漁船について」に、「を使用しようと」

を「の使用の許可を受けようと」に、「別記第 5 号様式の 2 」を

「別記第 6 号様式」に、「別記第 5 号様式の 3 」を「別記第 7 号

様式」に改め、同条第 3 項中「申請」を「申請（同項の規定によ

る申請にあっては、前項の使用許可申請書を提出する場合に限

る。）により港湾施設の使用」に、「第 6 条」を「第 7 条」に、

「別記第 5 号様式の 4 のとおりと」を「別記第 8 号様式によるも

のと」に改め、同条第 4 項中「第 5 条第 2 項の規定により」を

「第 6 条第 2 項の規定により港湾施設の」に、「使用期間」を

「当該使用の許可の期間」に、「許可申請書」を「使用許可申請

書」に改め、同条第 5 項中「手続により」を「手続により使用

の」に、「をもって許可を申請する」を「によりする」に、「を

適当と」を「が適当であると」に、「別記第 6 号様式」を「別記

第 9 号様式」に改め、同条第 6 項中「面積をもって」を「前項の

規定は、面積により使用料を」に改め、「、前項の規定は」を削

り、同条を第 7 条とする。

第 5 条の見出しを「（工事の着手及びしゅん工の届出）」に改

め、同条中「占用」を「条例第 6 条第 1 項の規定により港湾施設

の占用」に、「設置工事の着手及びしゅん
0 0 0

功後」を「設置に係る

工事の着手及びしゅん工後」に、「港湾施設内工作物設置工事着

手（しゅん功）届書」を「港湾施設内工作物設置工事着手等届」

に改め、同条を第 6 条とする。

第 4 条中「港湾施設の」を「条例第 6 条第 1 項の規定により港

湾施設の」に、「が、その期間満了後も引き続いて」を「は、当

該占用の許可の期間が満了した後も引き続いて当該港湾施設を」

に、「期間満了の」を「当該期間が満了する」に改め、同条を第

 5 条とする。

第 3 条の前の見出しを「（占用の変更の許可等の申請）」に改

め、同条第 1 項中「第 5 条第 1 項の規定により、」を「第 6 条第

 1 項の規定により港湾施設の」に、「、前条第 1 項各号に掲げる

関係書類」を「前条各号に掲げる書類」に改め、同条第 2 項中

「前条第 2 項」を「前条ただし書」に、「前項の場合に」を「前

項の場合において」に改め、同条を第 4 条とする。

第 2 条の見出し中「許可申請」を「許可の申請」に改め、同条

第 1 項中「第 5 条第 1 項」を「第 6 条第 1 項」に、「、港湾施

設」を「港湾施設」に、「、次に」を「次に」に改め、同項に次

のただし書を加える。

ただし、軽易なものにあっては、第 2 号、第 4 号及び第 6 号

に掲げる書類の添付を省略することができる。

第 2 条第 2 項を削り、同条を第 3 条とする。

第 1 条の 2 中「第 4 条第 1 項」を「第 5 条第 1 項」に、「別表

第 1 の」を「別表第 1 に定める」に改め、同条を第 2 条とする。

本則に次の 1 条を加える。

（雑則）

第17条　この規則に定めるもののほか、県の管理に属する港湾施

設の管理に関し必要な事項は、知事が別に、又は指定管理者が

知事の承認を得て定める。

別表第 1 中「（第 1 条の 2 関係）」を「（第 2 条関係）」に改

める。

別表第 2 中「（第 8 条関係）」を「（第10条関係）」に改め、

同表の表を次のように改める。

港湾名

高知港

須崎港

甲浦港

佐喜浜港

室津港

奈半利港

手結港

級地区分

全域を 1 級

地とする。

〃

全域を 2 級

地とする。

〃

〃

〃

〃

港湾施設の区域、物揚場及び暫定係

留施設の区分等

別図 1 から別図 2 の 5 までのとおり

別図 3 から別図 3 の 6 までのとおり

別図 4 のとおり

別図 5 のとおり

別図 6 のとおり

別図 7 及び別図 7 の 2 のとおり

別図 8 及び別図 8 の 2 のとおり
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別記様式を次のように改める。

久礼港

上ノ加江

港

佐賀港

上川口港

下田港

下ノ加江

港

以布利港

清水港

あしずり

港

下川口港

宿毛湾港

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

別図 9 から別図 9 の 4 までのとおり

別図 10 のとおり

別図 11 のとおり

別図 12 のとおり

別図 13 及び別図 13 の 2 のとおり

別図 14 及び別図 14 の 2 のとおり

別図 15 のとおり

別図 16 及び別図 16 の 2 のとおり

別図 16 の 3 のとおり

別図 17 のとおり

別図18から別図19の 4 までのとおり
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県港湾施設管理条例施行規則別

記様式は、この規則による改正後の高知県港湾施設管理条例施

行規則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができ

る。

（高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則の一部

改正）

 3 　高知県土砂等の埋立て等の規制に関する条例施行規則（平成

21年高知県規則第59号）の一部を次のように改正する。

別表第 3 の 3 の項中「第 5 条第 1 項」を「第 6 条第 1 項」に

改める。

告 示

議 会 告 示

教 育 委 員 会 告 示

警 察 本 部 告 示

高知県告示第436号

高知県議会告示第 5 号

高知県教育委員会告示第 6 号

高知県警察本部告示第 1 号

技能職員の給与の特例に関する就業規則を次のように定める。

平成25年 6 月29日

高知県知事　　　　　　　尾﨑　正直

高知県議会議長　　　　　森田　英二

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県警察本部長　　　　小林　良樹

技能職員の給与の特例に関する就業規則

高知

技能職員の給与及び旅費に関する就業規則（昭和32年10月
高知

高知

高知

県告示第645号

県議会議長告示第 1 号　
。以下「就業規則」という。）別表第 1 

県教育委員会告示第30号

県警察本部告示第 1 号

の技能職給料表の適用を受ける職員に係る平成25年 7 月 1 日から

平成26年 3 月31日までの間における給料月額（技能職員の給与及

高知県告示第

び旅費に関する就業規則の一部改正（平成18年12月
高知県議会告

高知県教育委

高知県警察本
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842号

示第 4 号

員会告示第18号
。以下「一部改正就業規則」という。）附則第 3 

部告示第 4 号

項の規定の適用を受ける職員にあっては同項に規定する経過措置

額、一部改正就業規則附則第 4 項の規定の適用を受ける職員に

あっては同項に規定する差額加算措置額とする。）は、就業規則

第 2 条から第 4 条まで又は一部改正就業規則附則第 3 項若しくは

第 4 項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額

（以下「基礎給料月額」という。）からその額に次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その

額に 1 円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）をそ

れぞれ減じた額とする。ただし、手当の額（就業規則第 5 条の規

定により一般職員の例によることとされる勤務しない 1 時間につ

き減額する額の算出の基礎となる地域手当の月額を含む。）、給

料の調整額及び勤務 1 時間当たりの給与額の算出の基礎となる給

料月額は、基礎給料月額とする。

( 1 )　就業規則第 5 条の規定により、職員の給与に関する条例

（昭和29年高知県条例第34号）第21条第 5 項（同条例第22条

第 4 項において読み替えて準用する場合を含む。）の人事委

員会規則で定める職員の職にある職員の例によることとされ

る職員　100分の6.57

( 2 )　前号に掲げる職員以外の職員　100分の3.57

附　則

この就業規則は、平成25年 7 月 1 日から施行する。
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